
復興 (震災・原発事故)関連事業

平成25年度:NPO関連予算総括表

省庁名 1 環境省

連

番 事業名
規
続

新
継 施策・事業概要

25年度予算額
(百万円)

24年度予算額
(百万円)

補助卒 実地主体
公募

スケジュール
申請方法 照会窓ロ

24年度NPO
への実績

備考

1
地域生物多様性保全
活動支援事業

継続

地域における生物多様性の保全・再生を推進するため
には、当該地域における生物多様性の危機の要因等を
明らかにしつつ、地域の多様な主体により、希少野生助
植物種の保全、野生鳥獣の保談管理、外来生物による
生娘系への影響等の軽減・防止、生物多様性の保全上
重要な地域における保全活動等を効果的・効率的かつ
計画的に実施する必要がある。
このため、このような生物多様性保全の取組を公募に

より選定し、当該地域において必要な調査・検討や、そ
れぞれの対策に関する法律に基づく計画等の作成を支
援する。さらに、様々な対策を集中的かつ総合的に取り
入れ、先進的かつ効果的な取組みを実証事業として実
施し、各地における生物多様性の保全活動を推進する。

環境省 2月 中旬～下旬

応募書類を
作成の上、
各地方環境
事務所へ郵
送にて提出
するととも
に、本省へ

メール送付

自然環境局自然
環境計画課生物
多様性施策推進

室

3件

地域活性化を担う環境
保全活動の協働取組
促進事業

納

平成23年6月 に全会一致て改正された「環境教育等促進
法」が、平成25年 4月 から本格実施されることを受け、協
働取組の充実が必要とされている。
特に環境課題の解決と地域活性化を推進するために
は、多様な主体が、環境保全に関して担うべき役割及び
行動に有する竜議を理解し、それぞれの立場に応した公
平な役割分担の下でゃ相互に協力・連携した協働取組を
行うことが重要である。
このため、環境NPO、 地域住民、行政機関等の協働によ
る環境保全活動の実証に係る費用の一部を支援する。

10C 環境省
3月 下旬～
4月 下旬

応募書類を
作成の上、
各地方環境
事務所へ郵
送にて提出

総合環境政策局
民間活動支援室

合計
(内数事業を除く)

(増減額)

(増減率%)



希少野生動植物種の保存

国上レベルの生物多様性の課題

重要地域の保全 L再生

地域の多様な主体による生物多様性の保全活動の推進

地域生物多様性保全実証事業
(委託費 )

生物多様性保全に関する法律に基
づく法定計画等の策定

生物多様性保全に関する法律に基
づく法定計画等に位置づけられた

活動

地方公共団体、NGO・ NPO、 事業

者、協議会など、法定計画等に位

置づけられた実施主体

地域の多様な主体の連携口協働に

よる地域の生物多様性保全・再生

活動

生物多様性保全計画策定事業
(委託費 )

地方公共団体、NGO・ NPO、 事業

者、協議会など、法定計画等の策
定主体

地域生物多様性保全補助事業

(交付金 :国費1/2以内 )

地域住民、NPO・ NGO、 事業者、地

方公共団体などにより構成される
地域生物多様性協議会



地域活性化を担う環境保全活動の協働取組推進事業
平成25年度予算 (案)額100百万円 【新規】

O平成23年 6月 に全会一致で改正された「環境教育等促進法」が、平成25年4月 から本格実施されることを受け、
協働取組の充実が必要とされている。

O地域の活性化を図るためには、NPO、 企業、行政等の協働による取組を活発化させることが必要である。

地域を活性化させるためには、
多様な主体が公平な役割分担の下で、相互に協力・連携した

協働取組等が必要不可欠

事業の概要 期待される成果

①環境NPO、 地域住民、行政機関等の協働による
環境保全活動を先導的に実施

②ブロック単位で採択事業の指導日助言を実施

・抽象的で共通イメージを描きにくい環境保全に

係る協働取組について、具体的なモデル事業を
実施することにより、ノウハウが共有され周辺地
域に波及

ロブロック単位で支援体制を強化することにより、
取組の活発化


